
一
頁

○
総
務
省
告
示
第

号

電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
二
十
七
条
の
十
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
二
、
〇
一
〇
㎒

を
超
え
二
、
〇
二
五
㎒
以
下
の
周
波
数
を
使
用
す
る
特
定
基
地
局
の
開
設
に
関
す
る
指
針
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年

月

日

総
務
大
臣

鳩
山


夫

一

開
設
指
針
の
対
象
と
す
る
特
定
基
地
局
の
範
囲
に
関
す
る
事
項

本
開
設
指
針
の
対
象
と
す
る
特
定
基
地
局
の
範
囲
は
、
無
線
設
備
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則

第
十
八
号
）
第
四
十
九
条
の
六
の
六
、
第
四
十
九
条
の
六
の
七
、
第
四
十
九
条
の
六
の
八
、
第
四
十
九
条
の
六
の
十

又
は
第
四
十
九
条
の
六
の
十
二
に
規
定
す
る
技
術
基
準
に
係
る
無
線
設
備
を
使
用
す
る
基
地
局
及
び
陸
上
移
動
中
継

局
の
う
ち
、
次
項
第
一
号
に
規
定
す
る
周
波
数
を
使
用
す
る
も
の
と
す
る
。

二

周
波
数
割
当
計
画
に
示
さ
れ
る
割
り
当
て
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
周
波
数
の
う
ち
当
該
特
定
基
地
局
に
使
用
さ
せ

る
こ
と
と
す
る
周
波
数
及
び
そ
の
周
波
数
の
使
用
に
関
す
る
事
項

１

当
該
特
定
基
地
局
に
使
用
さ
せ
る
こ
と
と
す
る
周
波
数
は
、
二
、
〇
一
〇
㎒
を
超
え
二
、
〇
二
五
㎒
以
下
の
周

波
数
と
す
る
。

２

当
該
特
定
基
地
局
に
係
る
前
号
に
規
定
す
る
周
波
数
の
使
用
区
域
は
、
全
国
と
す
る
。

三

当
該
特
定
基
地
局
の
配
置
及
び
開
設
時
期
に
関
す
る
事
項

別添３



二
頁

当
該
特
定
基
地
局
を
配
置
す
る
者
は
、
開
設
計
画
の
認
定
の
日
か
ら
五
年
以
内
に
、
総
合
通
信
局
（
沖
縄
総
合
通

信
事
務
所
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
管
轄
区
域
ご
と
の
カ
バ
ー
率
（
一
の
市
町
村
（
特
別
区
を
含
み
、
平
成
二
十

一
年

月

日
に
お
け
る
行
政
区
画
に
よ
る
区
域
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
け
る
す
べ
て
の
市
町
村
事
務

所
等
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
務
所
並
び
に
同
法
第
百

五
十
五
条
第
一
項
（
同
法
第
二
百
八
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
支
所
及
び

出
張
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
当
該
特
定
基
地
局
と
当
該
特
定
基
地
局
を
通
信
の
相
手
方
と
す
る
電
気

通
信
業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
陸
上
に
開
設
す
る
移
動
す
る
無
線
局
と
の
通
信
（
以
下
「
電
気
通
信
業
務
用

無
線
通
信
」
と
い
う
。
）
が
可
能
と
な
る
場
合
に
、
当
該
一
の
市
町
村
を
電
気
通
信
業
務
用
無
線
通
信
が
可
能
な
市

町
村
と
し
て
、
一
の
総
合
通
信
局
の
管
轄
区
域
の
電
気
通
信
業
務
用
無
線
通
信
が
可
能
な
市
町
村
の
人
口
（
平
成
十

七
年
の
国
勢
調
査
の
結
果
に
よ
る
人
口
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）
の
合
計
を
、
当
該
一
の
総
合
通
信
局
の
管
轄
区
域

の
人
口
で
除
し
た
値
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
す
べ
て
百
分
の
五
十
以
上
に
な
る
よ
う
に
当
該
特
定
基
地
局
を
配

置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四

当
該
特
定
基
地
局
の
無
線
設
備
に
係
る
電
波
の
能
率
的
な
利
用
を
確
保
す
る
た
め
の
技
術
の
導
入
に
関
す
る
事
項

小
セ
ル
化
、
適
応
多
値
変
調
方
式
そ
の
他
の
電
波
の
能
率
的
な
利
用
を
確
保
す
る
た
め
の
技
術
を
用
い
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

五

当
該
特
定
基
地
局
の
円
滑
な
開
設
の
推
進
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
必
要
な
事
項



三
頁

１

当
該
特
定
基
地
局
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
開
設
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

㈠

第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
周
波
数
の
み
を
使
用
す
る
当
該
特
定
基
地
局
を
開
設
す
る
場
合

㈡

第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
周
波
数
と
当
該
周
波
数
と
は
異
な
る
周
波
数
と
を
併
せ
て
使
用
す
る
当
該
特
定

基
地
局
を
開
設
す
る
場
合

㈢

既
に
開
設
し
て
い
る
基
地
局
又
は
陸
上
移
動
中
継
局
に
つ
い
て
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
周
波
数
の
追
加

又
は
当
該
周
波
数
へ
の
変
更
に
係
る
周
波
数
の
指
定
の
変
更
を
受
け
る
場
合

２

本
開
設
指
針
に
係
る
開
設
計
画
の
認
定
の
申
請
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
地
域
ご
と
に
連
携
す
る
複
数
の
者
が
そ
れ
ぞ
れ
本
開
設
指
針
に
係
る
開
設
計
画
の
認
定
の
申
請
を
行
う

場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
申
請
を
一
の
申
請
と
み
な
し
て
、
本
開
設
指
針
の
規
定
を
適
用
す
る
。

㈠

申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
周
波
数
の
帯
域
幅
は
、
十
五
㎒
と
す
る
。

㈡

開
設
計
画
の
認
定
の
申
請
に
当
た
っ
て
は
、
無
線
局
免
許
手
続
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規

則
第
十
五
号
）
第
四
章
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
ほ
か
、
別
表
第
一
に
規
定
す
る
事
項
に
つ
い
て
開
設
計
画
に

記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

開
設
計
画
の
認
定
は
、
前
各
項
、
前
号
及
び
別
表
第
二
に
規
定
す
る
要
件
並
び
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
す
べ
て

満
た
し
て
い
る
申
請
の
数
が
一
の
場
合
は
当
該
申
請
に
対
し
て
す
る
も
の
と
し
、
二
以
上
の
場
合
は
そ
れ
ぞ
れ
の

申
請
に
つ
い
て
別
表
第
三
の
基
準
に
よ
り
比
較
審
査
を
行
い
、
当
該
申
請
の
う
ち
当
該
基
準
へ
の
適
合
の
度
合
い



四
頁

が
高
い
一
の
申
請
に
対
し
て
す
る
も
の
と
す
る
。
な
お
、
当
該
認
定
に
係
る
電
波
法
第
二
十
七
条
の
十
三
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
公
示
さ
れ
た
期
間
内
に
提
出
さ
れ
た
開
設
計
画
の
認
定
の
申
請
に
つ
い
て
は
、
前
後
な
く
受
け
付

け
た
も
の
と
し
て
、
同
等
に
扱
い
審
査
を
行
う
。

㈠

申
請
者
が
、
本
開
設
指
針
に
係
る
二
以
上
の
開
設
計
画
の
認
定
の
申
請
を
行
っ
て
い
な
い
こ
と
。

㈡

申
請
者
が
、
本
開
設
指
針
に
係
る
開
設
計
画
の
認
定
の
申
請
を
行
っ
て
い
る
法
人
又
は
団
体
の
役
員
（
組
合

そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
事
業
体
に
あ
っ
て
は
、
役
員
に
相
当
す
る
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
で
は
な
い
こ
と
。

㈢

申
請
者
が
法
人
又
は
団
体
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
役
員
が
本
開
設
指
針
に
係
る
開
設
計
画
の
認
定

の
申
請
を
行
っ
て
い
な
い
こ
と
。

㈣

申
請
者
が
法
人
又
は
団
体
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
申
請
者
が
議
決
権
の
三
分
の
一
以
上
を
保
有
す
る
者

、
申
請
者
の
議
決
権
の
三
分
の
一
以
上
を
保
有
す
る
者
及
び
申
請
者
の
議
決
権
の
三
分
の
一
以
上
を
保
有
す
る

者
が
議
決
権
の
三
分
の
一
以
上
を
保
有
す
る
者
（
申
請
者
を
除
く
。
）
（
申
請
者
と
地
域
ご
と
に
連
携
す
る
者

を
除
く
。
）
が
、
本
開
設
指
針
に
係
る
開
設
計
画
の
認
定
の
申
請
を
行
っ
て
い
な
い
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
一
の
者
が
議
決
権
の
三
分
の
一
以
上
を
保
有
す
る
者
が
議
決
権
の
三
分
の
一
以
上
を
保
有
す
る
者
は
申
請

者
が
議
決
権
の
三
分
の
一
以
上
を
保
有
す
る
者
と
、
一
の
者
の
議
決
権
の
三
分
の
一
以
上
を
保
有
す
る
者
の
議

決
権
の
三
分
の
一
以
上
を
保
有
す
る
者
は
申
請
者
の
議
決
権
の
三
分
の
一
以
上
を
保
有
す
る
者
と
み
な
す
。

４

本
開
設
指
針
に
係
る
開
設
計
画
の
認
定
を
受
け
た
者
は
、
毎
年
度
の
四
半
期
ご
と
に
、
当
該
認
定
に
係
る
開
設



五
頁

計
画
に
基
づ
く
事
業
の
進
捗
の
状
況
を
示
す
書
類
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

別
表
第
一

開
設
計
画
に
記
載
す
べ
き
事
項

一

本
開
設
指
針
の
対
象
と
す
る
特
定
基
地
局
の
整
備
計
画
に
関
す
る
事
項

総
合
通
信
局
の
管
轄
区
域
内
に
お
け
る
、
毎
年
度
ご
と
、
市
町
村
ご
と
及
び
無
線
局
の
種
別
ご
と
の
当
該
特
定
基

地
局
の
開
設
数
並
び
に
カ
バ
ー
率
に
関
す
る
今
後
の
計
画

二

開
設
計
画
に
従
っ
て
円
滑
に
当
該
特
定
基
地
局
を
整
備
す
る
た
め
の
能
力
に
関
す
る
事
項

１

当
該
特
定
基
地
局
の
無
線
設
備
、
端
末
設
備
、
中
継
回
線
そ
の
他
の
必
要
な
電
気
通
信
設
備
（
電
気
通
信
事
業

法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
設
備
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

の
確
保
に
関
す
る
実
績
及
び
今
後
の
計
画

２

当
該
特
定
基
地
局
の
設
置
場
所
の
確
保
に
関
す
る
実
績
及
び
今
後
の
計
画

３

当
該
特
定
基
地
局
の
開
設
に
対
す
る
地
域
住
民
の
合
意
形
成
に
向
け
た
取
組
の
実
績
及
び
今
後
の
計
画

４

当
該
特
定
基
地
局
の
円
滑
な
整
備
の
た
め
の
工
事
業
者
そ
の
他
の
業
者
と
の
協
力
体
制
の
確
保
に
関
す
る
実
績

及
び
今
後
の
計
画

三

電
気
通
信
設
備
の
設
置
及
び
運
用
を
円
滑
に
行
う
た
め
の
技
術
的
能
力
に
関
す
る
事
項

１

申
請
者
が
設
置
し
よ
う
と
す
る
無
線
設
備
に
関
す
る
技
術
的
な
検
討
、
実
験
、
標
準
化
の
活
動
等
の
実
績

２

電
気
通
信
設
備
の
設
置
、
運
用
及
び
保
守
管
理
の
た
め
に
必
要
な
技
術
要
員
の
確
保
に
関
す
る
実
績
及
び
今
後



六
頁

の
計
画

３

電
気
通
信
主
任
技
術
者
（
電
気
通
信
事
業
法
第
四
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
気
通
信
主
任
技
術
者
を
い
う

。
）
の
配
置
に
関
す
る
実
績
及
び
今
後
の
計
画

四

財
務
的
基
礎
に
関
す
る
事
項

１

業
務
開
始
の
日
か
ら
五
年
後
の
日
を
含
む
年
度
ま
で
の
毎
年
度
に
お
け
る
収
益
の
見
通
し
及
び
そ
の
根
拠

２

業
務
開
始
の
日
か
ら
五
年
後
の
日
を
含
む
年
度
ま
で
の
毎
年
度
に
お
け
る
費
用
の
見
通
し
及
び
そ
の
根
拠

３

開
設
計
画
に
基
づ
く
事
業
に
必
要
な
資
金
の
確
保
（
出
資
、
借
入
れ
、
リ
ー
ス
等
）
に
関
す
る
計
画

４

申
請
者
及
び
申
請
者
に
対
す
る
主
な
出
資
者
の
財
務
諸
表
（
財
務
諸
表
等
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関

す
る
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
大
蔵
省
令
第
五
十
九
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
財
務
諸
表
を
い
う
。
）
そ
の

他
の
３
の
計
画
に
従
っ
て
必
要
な
資
金
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

五

法
令
遵
守
そ
の
他
の
業
務
執
行
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項

１

法
令
遵
守
の
た
め
の
体
制
の
整
備
に
関
す
る
実
績
及
び
今
後
の
計
画
（
法
令
遵
守
に
係
る
社
内
規
程
等
が
あ
る

場
合
は
、
別
紙
に
よ
り
添
付
す
る
こ
と
。
）

２

個
人
情
報
保
護
の
た
め
の
体
制
の
整
備
に
関
す
る
実
績
及
び
今
後
の
計
画
（
個
人
情
報
保
護
に
係
る
社
内
規
程

等
が
あ
る
場
合
は
、
別
紙
に
よ
り
添
付
す
る
こ
と
。
）

３

顧
客
か
ら
の
苦
情
及
び
問
合
せ
に
対
応
す
る
た
め
の
体
制
の
整
備
に
関
す
る
実
績
及
び
今
後
の
計
画



七
頁

六

混
信
等
の
防
止
に
関
す
る
事
項

無
線
設
備
へ
の
フ
ィ
ル
タ
の
追
加
、
サ
イ
ト
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
の
実
施
等
に
よ
る
干
渉
の
改
善
の
計
画

七

電
波
の
能
率
的
な
利
用
を
確
保
す
る
た
め
の
技
術
の
導
入
に
関
す
る
事
項

小
セ
ル
化
、
適
応
多
値
変
調
方
式
そ
の
他
の
電
波
の
能
率
的
な
利
用
を
確
保
す
る
た
め
の
技
術
の
導
入
に
関
す
る

計
画

八

電
気
通
信
事
業
の
健
全
な
発
達
と
円
滑
な
運
営
へ
の
寄
与
に
関
す
る
事
項

本
開
設
指
針
に
基
づ
く
開
設
計
画
の
認
定
を
受
け
て
い
な
い
電
気
通
信
事
業
者
（
電
気
通
信
事
業
法
第
二
条
第
五

号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
事
業
者
を
い
い
、
同
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
事
業
者
に
な
る
見
込
み
の
あ
る
者
を
含
む

。
以
下
同
じ
。
）
に
対
す
る
電
気
通
信
役
務
（
同
条
第
三
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
役
務
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

の
提
供
又
は
電
気
通
信
事
業
者
間
の
接
続
に
関
す
る
条
件
の
設
定
に
関
す
る
計
画
そ
の
他
の
本
開
設
指
針
に
係
る
無

線
設
備
の
利
用
を
促
進
す
る
た
め
の
計
画

九

一
か
ら
八
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
本
開
設
指
針
に
定
め
ら
れ
た
事
項
に
関
す
る
申
請
者
の
こ
れ
ま
で
の
取

組
の
実
績
及
び
今
後
の
計
画

別
表
第
二

開
設
計
画
の
認
定
の
要
件

一

開
設
計
画
の
適
切
性
及
び
計
画
実
施
の
確
実
性

１

広
範
な
地
域
に
お
い
て
電
気
通
信
役
務
の
提
供
を
可
能
と
す
る
た
め
の
合
理
的
か
つ
具
体
的
な
本
開
設
指
針
の



八
頁

対
象
と
す
る
特
定
基
地
局
の
整
備
計
画
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

２

開
設
計
画
に
従
っ
て
円
滑
に
当
該
特
定
基
地
局
を
整
備
す
る
た
め
の
能
力
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

３

電
気
通
信
設
備
の
設
置
及
び
運
用
を
円
滑
に
行
う
た
め
の
技
術
的
能
力
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

４

当
該
特
定
基
地
局
の
運
用
に
よ
る
電
気
通
信
事
業
（
電
気
通
信
事
業
法
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信

事
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
確
実
に
開
始
し
、
か
つ
、
継
続
的
に
運
営
す
る
た
め
に
必
要
な
財
務
的
基
礎
を

有
し
て
い
る
こ
と
。

５

電
気
通
信
設
備
の
保
守
及
び
管
理
体
制
並
び
に
障
害
時
の
対
応
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
。

６

関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
無
線
従
事
者
を
適
切
に
配
置
す
る
こ
と
。

７

電
波
法
、
電
気
通
信
事
業
法
そ
の
他
の
関
係
法
令
を
遵
守
す
る
と
と
も
に
利
用
者
の
利
益
を
確
保
し
て
適
切
な

方
法
に
よ
り
業
務
を
行
う
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
。

二

混
信
等
の
防
止

１

既
設
の
無
線
局
（
予
備
免
許
を
受
け
て
い
る
も
の
を
含
む
。
）
若
し
く
は
電
波
法
第
五
十
六
条
第
一
項
に
規
定

す
る
指
定
を
受
け
て
い
る
受
信
設
備
（
以
下
「
既
設
の
無
線
局
等
」
と
い
う
。
）
の
運
用
又
は
電
波
の
監
視
を
阻

害
す
る
混
信
そ
の
他
の
妨
害
を
防
止
す
る
た
め
の
技
術
の
導
入
に
つ
い
て
合
理
的
か
つ
具
体
的
な
計
画
を
有
し
て

い
る
こ
と
。

２

既
設
の
無
線
局
等
の
運
用
又
は
電
波
の
監
視
を
阻
害
す
る
混
信
そ
の
他
の
妨
害
を
防
止
す
る
た
め
の
対
策
を
適



九
頁

切
に
講
ず
る
た
め
の
合
理
的
か
つ
具
体
的
な
計
画
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

三

電
気
通
信
事
業
の
健
全
な
発
達
と
円
滑
な
運
営
へ
の
寄
与

１

本
開
設
指
針
に
基
づ
く
開
設
計
画
の
認
定
を
受
け
て
い
な
い
電
気
通
信
事
業
者
に
よ
る
本
開
設
指
針
に
係
る
無

線
設
備
の
利
用
を
促
進
す
る
た
め
の
合
理
的
か
つ
具
体
的
な
計
画
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

２

１
の
ほ
か
、
当
該
特
定
基
地
局
を
開
設
し
て
電
気
通
信
事
業
を
行
う
こ
と
が
、
電
気
通
信
事
業
の
健
全
な
発
達

と
円
滑
な
運
営
に
寄
与
す
る
こ
と
。

別
表
第
三

開
設
計
画
の
認
定
の
比
較
審
査
基
準

一

開
設
計
画
の
適
切
性
及
び
計
画
実
施
の
確
実
性

１

よ
り
広
範
な
地
域
に
お
い
て
よ
り
早
期
に
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
た
め
の
本
開
設
指
針
の
対
象
と
す
る
特

定
基
地
局
を
配
置
す
る
計
画
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

２

開
設
計
画
に
従
っ
て
円
滑
に
当
該
特
定
基
地
局
を
整
備
す
る
た
め
の
能
力
が
よ
り
充
実
し
て
い
る
こ
と
。

３

電
気
通
信
設
備
の
設
置
及
び
運
用
を
円
滑
に
行
う
た
め
の
技
術
的
能
力
が
よ
り
充
実
し
て
い
る
こ
と
。

４

当
該
特
定
基
地
局
の
運
用
に
よ
る
電
気
通
信
事
業
を
確
実
に
開
始
し
、
か
つ
、
継
続
的
に
運
営
す
る
た
め
に
必

要
な
財
務
的
基
礎
が
よ
り
充
実
し
て
い
る
こ
と
。

５

電
気
通
信
設
備
の
保
守
及
び
管
理
体
制
並
び
に
障
害
時
の
対
応
体
制
が
よ
り
充
実
し
て
い
る
こ
と
。

６

電
波
法
、
電
気
通
信
事
業
法
そ
の
他
の
関
係
法
令
を
遵
守
す
る
と
と
も
に
利
用
者
の
利
益
を
確
保
し
て
適
切
な
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方
法
に
よ
り
業
務
を
行
う
体
制
が
よ
り
充
実
し
て
い
る
こ
と
。

二

混
信
等
の
防
止

１

既
設
の
無
線
局
等
の
運
用
又
は
電
波
の
監
視
を
阻
害
す
る
混
信
そ
の
他
の
妨
害
を
防
止
す
る
た
め
の
よ
り
優
れ

た
技
術
を
導
入
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
こ
と
。

２

既
設
の
無
線
局
等
の
運
用
又
は
電
波
の
監
視
を
阻
害
す
る
混
信
そ
の
他
の
妨
害
を
防
止
す
る
た
め
の
対
策
が
よ

り
充
実
し
て
い
る
こ
と
。

三

電
波
の
能
率
的
な
利
用
を
確
保
す
る
た
め
の
技
術
の
導
入
に
関
す
る
事
項

小
セ
ル
化
、
適
応
多
値
変
調
方
式
そ
の
他
の
電
波
の
能
率
的
な
利
用
を
確
保
す
る
た
め
の
よ
り
優
れ
た
技
術
の
開

発
及
び
導
入
に
関
す
る
計
画
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

四

電
気
通
信
事
業
の
健
全
な
発
達
と
円
滑
な
運
営
へ
の
寄
与

１

本
開
設
指
針
に
基
づ
く
開
設
計
画
の
認
定
を
受
け
て
い
な
い
電
気
通
信
事
業
者
に
よ
る
本
開
設
指
針
に
係
る
無

線
設
備
の
利
用
を
促
進
す
る
た
め
の
よ
り
合
理
的
か
つ
具
体
的
な
計
画
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

２

１
の
ほ
か
、
当
該
特
定
基
地
局
を
開
設
し
て
電
気
通
信
事
業
を
行
う
こ
と
が
、
電
気
通
信
事
業
の
健
全
な
発
達

と
円
滑
な
運
営
に
よ
り
寄
与
す
る
こ
と
。


